






三重県選挙管理委員会

いっぴょん

※投票日当日に投票できない方は、期日前投票のご利用をお願いします。

【期日前投票】　10月20日(水)から10月30日(土)まで

投票日は 月　　 日（日）10
投 票 の 方 法

小選挙区選挙

比例代表選挙 政 党 等 名

を記入します。

を記入します。

第 ４ ９ 回 衆 議 院 議 員 総 選 挙

三重県選挙管理委員会マスコットキャラクター

第２５回最高裁判所裁判官国民審査

31
候補者氏名は

は

最高裁判所裁判官国民審査 は

やめさせたいと思う裁判官には上の欄に×を記入します。

やめさせなくてよいと思う裁判官には何も記入しません。

※選挙管理委員会では、有権者の皆様が安心して投票できるよう投票所における

　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を次のとおり実施します。

・投票所、期日前投票所にはアルコール消毒液を設置しています。

・投票管理者、投票立会人、投票事務従事者はマスクを着用しています。

・投票所内は扉や窓の常時開放、又は定期的な換気を実施しています。

・記載台、筆記具等不特定多数の方が触れる箇所は、定期的に消毒しています。

また、投票所に来られる有権者の皆様におかれましても、次のとおり感染防止対策をお願いします。

・投票所にお越しの際は、マスクの着用、咳エチケットの実践をお願いします。

・来場前、帰宅後の手洗い等の対策をお願いします。

・周りの方との距離の確保に御協力をお願いします。

※新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、

　「特例郵便等投票」ができます。詳しくは、総務省のホームページを御確認いただくか、

　市町選挙管理委員会までお問い合わせください。

※投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、

　選挙権がある場合は投票できます。詳しくは、市町選挙管理委員会までお問い合わせください。

「だから、私は投票する。」


